
 

 
認定こども園黒磯幼稚園 

１ 施設の名称等 

（１）設置者                   （２）施設の概要 

 

 

 

 

２ 事業の目的及び運営の方針 

 ・（目的）この認定こども園は、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとしての満三歳以上の子どもに対する教育並びに保育を必要とする子ども

に対する保育を一体的に行い、これらの子どもの健やかな成長が図られるよう適当な環境を与えて、その心身の発達を助長するとともに、保護者に

対する子育ての支援を行うことを目的とする。 

・（運営の方針） 

(1)当園は，教育・保育の提供に当たっては，入園する子どもの最善の利益を考慮し，その福祉を積極的に増進することに最もふさわしい生活の場を提

供するよう努めるものとする。 

(2)当園は，教育・保育に関する専門性を有する職員が，家庭との密接な連携の下に，子どもの状況や発達過程を踏まえ，教育と保育を一体的に行うも

のとする。 

(3)当園は，社会の期待や願いに応えられる創意と活力のある教育・保育活動をすすめ，子ども・保護者・地域に信頼されるよう努めるものとする。 

(4)当園は，安心・安定した情緒と落ち着いた環境の中で，健やかで豊かな心と体が育つよう教育・保育を行うものとする。 

 

３ 提供する保育の内容 

 ・（教育・保育の内容） 

この認定こども園の教育課程その他教育及び保育の内容は、幼保連携型認定こども園教育・保育要領による。 

  

４ 職員の配置状況 

園長    １名 副園長    １名 主幹保育教諭 ２名 保育教諭 １６名 幼稚園教諭  名 

保育士   １名 子育て支援員 ４名 保育補助   １名 学童支援員 ３名 栄養士   ２名 

調理師   ２名 調理補助   ２名 事務職員   ３名 バス運転手  ４名 計 ４２名 

 

５ 保育を提供する日 

 月曜日から土曜日まで（日曜日及び祝日、年末年始は休園） 

 

６ 保育を提供する時間 

次の時間帯のうち保育を必要とする時間 

区分 教育標準時間 保育標準時間 保育短時間 

月曜から金曜日 １０時００分から１４時００分 ７時３０分から１８時３０分 ８時３０分から １６時３０分 

土曜日 
預かり保育 

７時３０分から１８時３０分 
７時３０分から１８時３０分 ８時３０分から １６時３０分 

延長保育 
預かり保育 

７時３０分から１９時００分 
１８時３０分から１９時００分 

１６時３０分から １７時３０分 

１７時３０分から １８時３０分 

１８時３０分から １９時００分 

 

７ 利用料金 

（１）特定教育・保育に係る利用者負担（保育料） 

支給認定証の発行を行った市町村が定める利用者負担額（月額） 

 

（２）延長保育料 

保育短時間  １時間あたり １００円 １８時３０分から１９時００分は４００円 

 

（３）特定負担額 

   施設設備費 １５００円（月額） 全園児 

教育充実費 １５００円（月額） １号２号認定園児 

 

（４）保育の提供に要する実費に係る利用者負担金等 

   給食費  ６４００円（月額） １号認定園児 

        ７６００円（月額） ２号認定園児 

冷暖房費 ２５００円（半期） 全園児 

バス代  ４８００円（月額） バス利用者 

その他、洋品代、遠足代など 

① 設 置 者 学校法人 黒磯幼稚園 

② 住 所 栃木県那須塩原市住吉町２－８ 

③ 電 話 番 号 ０２８７－６２－０６６１ 

① 名 称 認定こども園黒磯幼稚園 

② 所 在 地 栃木県那須塩原市住吉町２－８ 

③ 施設の種類 幼保連携型認定こども園 

④ 利 用 定 員 
（１号認定）100名 （２号認定）75名 （３号認定） 33名 

計 208 名 

⑤ 施 設 設 備 
保育室 573.5㎡、調理室 56.19㎡、その他 760.09㎡計 1389.78㎡ 

屋外遊戯場 9708.36㎡ 

⑥ 教育・保育提供開始日 平成２８年４月１日 


